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令和６年度 非課税世帯重点支援給付金の手続について 

 令和６年度 非課税世帯重点支援給付金は、受給の要件を満たしている場合に限り受け取ることが

できるものです。 

 以下の受給要件は、ご自身で判断できない場合がほとんどです。必ず、親に確認をした上で、給付

金の受給手続を行ってください。 

受 給 要 件  令和６年度分の住民税が課されている者の扶養親族等ではないこと。 

受給要件の

確認内容 

 あなたの親が、令和５年中の収入についての税の申告で、あなたを扶養親族として

申告しているかどうかを確認してください。 

 親があなたを扶養親族として申告している場合は、受給要件を満たしません。ただ

し、親が住民税非課税であれば、受給要件を満たします。 

※ 多くの親が学生を扶養親族として申告しています。必ず親に確認してください。 

※ 親の令和５年分の扶養控除等申告書（給与の支払者に提出）や確定申告書による

申告内容を確認する必要があります。これらの申告による控除対象扶養親族など

の判定は、令和５年１２月３１日の現況で行われています。 

※ 令和６年度分の住民税は、令和５年中の所得に応じて課されています。 

よ く あ る

質問 

Ｑ１ 親と同居していません。一人暮らしです。受給要件を満たしますか？ 

Ａ１ 親と同居しているかどうか、一人暮らしかどうかは、受給要件とは関係がありま

せん。受給要件は、住民税における取扱いで判定します。 

Ｑ２ 現在、親から扶養されていない（仕送りがない）。受給要件を満たしますか？ 

Ａ２ 現在扶養されていない（仕送りがない）ことは、受給要件とは関係がありません。

受給要件は、住民税における取扱いで判定します。 

Ｑ３ 給付金を受け取りましたが、親に確認したところ、親は住民税が課税されてお

り、私を扶養親族として申告していました。どうすればよいですか？ 

Ａ３ 市が指定する方法で、受給した給付金を返還する必要があります。なお、自主的

に連絡をした方が不正受給者として罰せられることはありません。 

※ 意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。 

不正受給とならないよう必ずご確認ください 



 

■世帯主の方が記入してください。

確認欄（以下の項目を確認し、確認後にチェック欄（□）にレを入れてください）

　□　① 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。

　□　② 

　□　③

　
※①から③の全てにチェックがある場合に限り、支給対象に該当し、給付金が受け取れます。

  （いずれか１つでもチェックがない場合、支給対象に該当せず、給付金を受け取れません。）

※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象となりません。

※確認内容が誤っている場合は給付金の返還を求める場合があります。

　住民税の取扱いとして、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。

　また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

※上記の回答期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり、令和７年６月３０日までに必要な修正が

　行われない場合、別府市は本給付金の支給を辞退したとみなします。

口座を既に解約しているなどの理由で上記口座とは異なる口座への振込みを希望する場合や、上記口座欄が空欄の場

合は裏面の受取口座記入欄に記入してください。

連絡先電話番号
※日中に、連絡可能な電話番号を記入してく

ださい。

本給付金を受給しない場合は、確認書の返送は不要です。

別府市又は他の市区町村で同様の趣旨の給付金の支給を受けた世帯及び当該世帯の

世帯主であった者を含む世帯ではありません。

支 給 方 法 　口座振込

管理番号

発行日　　　　年　　月　　日

別府市長　　　　　

重点支援給付金支給要件確認書

　重点支援給付金支給要件について、令和６年度の住民税の課税状況（１月時点）に基づき、支給対象者に該

当すると思われるため、以下のとおり、支給予定額をお知らせします。

　以下の内容を確認して、令和７年６月１６日（※当日消印有効)までに、この確認書を返送してください。

支 給 日 　別府市が確認書を確認した日から、おおむね３週間を予定しています。

支 給 口 座

支 給 額 　30,000円

世帯の中に、令和６年度分の住民税が課税となる者はいません。また、住民税が課

税となる所得があるのに未申告である者もいません。


